
1 

2010 年 11 月 19 日 

NO.1004 

2010 賃金確定交渉妥結。 
現業系人事・給与制度や、業務職給料 
表切替えに係る課題について、今後の 
協議を約束させ、ストライキは回避。 

交渉のヤマ場と位置付けた 18 日から 19 日にかけ、断続的に開催した 

各交渉の場で、あらためて我々の切実な要求を繰り返し強く訴えてきま 

した。その結果、午前 0 時過ぎから行われた平成 22 年度給与改定（第 4 

回）団体交渉において、区長会側より、諸課題の解決に向け前向きな発 

言を引き出すに至ったことから、 10 賃金確定交渉の妥結を判断しました。 

わが組合は、各交渉と同時並行的に中央委員会を断続的に開催し、状 

況報告を行いながら、区長会側の最終提案内容について検討をしました。 

諾否の判断を行った中央委員会は深夜にまで及びましたが、交渉のみ 

ならず大衆闘争を全組合員の総力で闘い抜いた結果と受け止め、 2 年連続 

となる月例給・一時金の削減、さらに所要の調整を行う等、極めて厳し 

い内容もある一方、任用制度、人事・給与制度等の改善に向けた協議を 

約束する発言を引き出したことから、取り巻く状況等を総合的に判断し、 

区長会側の最終提案を了解することとしました。 

教 育 宣 伝 部
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2010 賃金確定闘争 主な妥結結果について 

○勧告に関わる事項は、勧告どおり実施 

① 給与改定については、勧告どおりの実施。 

月例給（平均 0.30％）、一時金（0.2 月分）ともに引下げ。 

地域手当支給割合 18％に。引上げ同率程度（0.9％）の給与引下げ。 

② 業務職給料表は、行（一）給料表の改定に準じて引下げ。 

③ 公民較差相当分の解消を図るため、3 月期の期末手当にて所要の調 

整を実施。 

○改善や前進を勝ち取った事項 

④ 級格付対象者の昇格率を改善させることが出来た。 

⑤ 業務職給料表の号給の切替えに係る課題については、定年の延長も 

踏まえるとしながらも、今後の協議を約束させた。 

⑥ 08 賃金確定による設置基準の改善は、「職務内容に応じて技能長を 

設置することを可能としたもの」 であることをあらためて確認した。
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① 職務内容に応じて技能長を設置できることをあらためて確認 

08 確定闘争による設置基準の改善と併せ、各区における交渉の強化に 

より、現在ではほとんど区において設置基準を大きく上回る技能主任が 

配置されています。しかし、この設置基準の改善が、技能長にはほとん 

ど適用されていないのが現状です。 

また、わが組合は「技能長補佐職」の設置を求めていますが、区長会 

当局は「各区からそのような声はあがってこない」ことから、「新たな 

職を設置する必要はない」とし、明確に要求を否定する態度に終始して 

います。 

しかし、そうであるならば、「任命権者が必要と認める場合」との設 

置基準に基づいた技能長配置を各区に対し促すのが区長会当局の責務で 

あるはずです。このことについて、わが組合からの「従前の設置基準に 

拘ることなく、各区の任命権者の判断により、職務内容に応じて技能長 

を設置することを可能にしたものと理解するが、それでよろしいか。」 

との問いに対し、区長会当局から「そのようにご理解いただいて差し支 

えありません。」と、あらためて確認をする発言を引き出すことが出来 

ました。 

現在すでに、現場定数内の技能長を配置している区もあります。本庁 

へ配置されている区も存在します。こうした各区における清掃職場の実 

情に合わせ、区民本位の清掃事業を円滑に運営する為の統括技能長・技 

能長の配置を勝ち取りましょう。



4 

② 業務職給料表への切替えに係る課題について 

09 賃金確定闘争により勝ち取った「保障額表から給料表への切替え」 

に係って、個々の職員を長期間の比較で分析すると、最終的に「追い越 

し」が生じてしまうケースもあることが、少なくはない支部から報告が 

されています。また、多大な調整号数が生じることによって、切替えが 

されても実質的に昇給がない職員も多く存在します。こうした矛盾の解 

消についても、号給増設や給与水準の向上と併せ、当局の責務で改善す 

べき課題です。 

これについては、11 月 2 日に行われた第 3 回団体交渉の場において、 

区長会側から「業務職給料表の号給の切替えに係る課題につきましては、 

定年の延長も踏まえ、今後協議してまいりたいと考えております。」と 

の発言を引き出しました。「定年延長を踏まえ」としていることから、 

今後の協議も厳しいものとなることを想定しなければなりませんが、解 

決への道筋を確保出来たことは大きな成果です。 

③ 全組合員の総力を結集して闘った成果と受け止め、妥結を判断 

区長会当局へ圧力をかける大衆行動として、 10 月 21 日の第一波総決起 

集会を皮切りに、各地連による第二波総決起集会、そして、11 月 17 日の 

第三波総決起集会を打ち抜き、各職場では署名行動やステッカー闘争、 

報告集会等による課題の共有化や闘う意思統一を全力で行っていただき 

ました。 

また、本部による区長会交渉と平行して、地連による各ブロック幹事
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区長への要請行動、さらに各支部による各区長への要請行動により、名 

実共に全組合員の総力を挙げて闘いを展開していることを区長会当局に 

強く意識させることが出来ました。 

こうしたことを踏まえ、月例給・一時金の引下げ、所要の調整、地域 

手当の本則化など、極めて厳しいものがありますが、本部・地連・支部 

を貫く全組合員の総力を挙げて闘った結果、区長会当局から前向きな発 

言を引き出すことが出来たことから、中央委員会は受け入れを判断し、 

19 日午前 2 時過ぎからの回答交渉にて妥結となりました。したがって、 

本日予定していました 1 時間の実力行使は回避することとします。 

※妥結内容の詳細については、近々に支部代表者会議を招集し、説明 

を行う予定です。また、「せいそう労働者」についても早急に発行をし 

ますので、ご参照下さい。併せて、各区・一組担当中央執行委員と連携 

していただき、組合員への報告・意思統一をお願いします。






















